
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村薬品工業株式会社を「えるぼし認定（三つ星）」として認定 
～10 月 8 日に認定通知書交付式を行います～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

(添付資料) 

資料１ 「えるぼし認定」の概要 

資料２ 田村薬品工業株式会社の取組 

資料３ 「えるぼし」認定状況及び一般事業主行動計画策定等届の届出状況 

資料４ 「えるぼし認定」、「プラチナえるぼし認定」取得を目指しましょう 
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奈良労働局発表  
令和２年 10 月５日 

【照会先】 

奈良労働局雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官 今西 昭男 

地方待遇改善指導官      木村 直美 

（直通電話） ０７４２－３２－０２１０ 
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※取材・撮影をお受けします。取材のご希望は、事前に照会先までご連絡ください。                          

認定通知書交付式 

日時：令和２年 10 月８日（木） 
10 時～10 時 30 分（予定） 

場所：田村薬品工業㈱大阪本社 
（大阪市中央区道修町 2 丁目 1-10  

T・M・B 道修町ビル） 

奈良労働局（局長 川村
かわむら

 徹
てつ

宏
ひろ

）は、令和２年９月 24 日付で、 

田村薬品工業株式会社(御所市：代表取締役社長 田村
た む ら

 大作
だ い さ く

)を、女性活躍推進法

に基づく認定（えるぼし認定）３段階目として認定しました。 

奈良局管内のえるぼし認定企業は２社目、製造業では初めての認定企業となりま

す。 

当局では認定通知書の交付式を下記のとおり開催し、認定企業の取組をご紹介し

ます。 



 

                                                   （資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

＜えるぼし認定について＞ 

「えるぼし認定」の概要 

● ①～⑤の評価項目について、満たした項目数により、取得できる認定段階(１～３段階）が変わり

ます。 

 ①採用(ア)または(イ)のいずれかに該当 

  (ア)男女別の採用における競争倍率が同程度か。【直近３か年度】 

   (イ)正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上か。【直近年度】 

 ②継続就業 

  男女別の平均勤続年数について、女性が著しく低くないか。【所定の式で算出】 

 ③労働時間等の働き方 

  性別役割分担意識とも密接な関係がある、時間外労働が月ごとに 45 時間未満か。【所定の式で算出】 

 ④管理職比率 

  産業ごとに定める管理職に占める女性の割合が、平均値以上か。【所定の式で算出】 

 ⑤多様なキャリアコース 

  女性の非正社員から正社員への転換、概ね 30 歳以上の女性の正社員としての採用…などの実績 

があるか。【直近３か年度】 

 

● 以上について、満たした項目数が、 

    １～２項目 … 「1 段階目」として認定 

    ３～４項目 … 「2 段階目」として認定 

    ５項目全て … 「3 段階目」として認定  

となります。 

 

 ※田村薬品工業株式会社は、すべての項目を 

  満たしており、３段階目での認定です。 

 

「えるぼし認定」のマークについて 

● 「Ｌ」…lady(女性)、labour(働く・取り組む)、lead(手本)など様々な意味があり、「円」は企業・

社会、「Ｌ」はエレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。また、「えるぼし」の愛称

は、一般公募により厚生労働省が決定したものです。 

（認定の段階に応じて、★の数が変わります。） 

 

「えるぼし認定」を受ける“メリット”は…。 

●  認定マークを、自社の商品・名刺・広告・求人票などに付けて、女性が活躍する企業であること

をアピールすることができ、企業イメージの向上、優秀な人材の確保・定着などが期待できます。 

●  公共調達の加点を受けられます。 

 

「プラチナえるぼし認定」（令和 2 年 6 月 1 日以降認定開始） 

● えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や 

女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を 

満たした場合に認定します。 

 



 

                                      (資料２) 

                                       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ○評価項目ごとの実績  以下の５項目の基準をすべて満たしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○認定の段階  5 つの項目をすべて満たし、女性活躍推進データベースに掲載している 
・・・三つ星 

 

 

 

田村薬品工業株式会社 
代 表 者 代表取締役社長 田村 大作 
業   種 製造業 
所 在 地 奈良県御所市 
労働者数 365 人 

１採用  
【基準】正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 
【実績】 39.1％（産業平均値 19.8%） 
 

２継続就業 
【基準】直近の事業年度において、「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤

務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ 7 割以上 
【実績】 9 割 

 

３労働時間等の働き方 
【基準】雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均

が直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満 
【実績】全て 45 時間未満  正社員：17 時間 29 分以下、非正規社員：8 時間 2 分以下 

 
４管理職比率 
  【基準】 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上 

【実績】13.6％ (産業平均値は 6.6％) 
 
５多様なキャリアコース 
 【基準】直近の 3 事業年度のうち、以下ア～エについて、常時雇用する労働者数が 301 人以上の事業主 
      は 2 項目以上    
 【実績】ア 女性の非正社員から正社員への転換                 8 人 
      イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分の転換  0 人 
      ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用            1 人  3 項目該当 
      エ おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用      14 人 



                           (資料３) 

 
「えるぼし」認定状況及び一般事業主行動計画策定等届の届出状況 

（女性活躍推進法） 
                 
１ 認定状況 

 企業名 認定段階 所在地 認定年月日 

１ 社会福祉法人正和会 ３段階目 五條市 平成 28 年４月 19 日 

２ 田村薬品工業株式会社 ３段階目 御所市 令和２年９月 24 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 届出状況                     

 301 人以上企業 300 人以下企業 

企 業 数 行動計画届出企業数 届 出 率 行動計画届出企業数 

平成 29 年 3 月末 78 78 100％ ９ 

平成 30 年 3 月末 77 77 100％ 17 

平成 31 年 3 月末 80 79 98.8％ 17 

令和 2 年 3 月末 83 83 100％ 19 

 

 

                   

３ 女性活躍推進企業データベース登録状況          

                        令和２年８月末現在 

登録企業総数 製造業 卸売業、小売業 医療、福祉 サービス業その他 

60  15  10 18 17 

                              

 

女性活躍推進法認定マーク「えるぼし」 
「プラチナえるぼし」 



お問い合わせ先 奈良労働局雇用環境・均等室

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも
水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設しました。

▶▶ 認定の段階
プラチナえるぼし ・策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目

標を達成したこと。
・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。（※）
・プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たしている
こと（※）
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）のうち、
８項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。（※）

（※）実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

えるぼし（３段階目） ・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たし、その実績を
「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし（２段階目） ・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

えるぼし（１段階目） ・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

●えるぼし認定：一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関す
る取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。

●プラチナえるぼし認定：えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定
します。

▶▶ 認定の取得のメリット

TEL ０７４２－３２－０２１０

「えるぼし認定」、「プラチナえるぼし認定」
取得を目指しましょう

・認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」を商品や広告などに付すことができ、女性

活躍推進企業であることをPRし、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが

期待できます。

・公共調達の加点を受けられます。

・プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

KNRLJ
テキストボックス
資料４



常時雇用する労働者数101人以上～300人以下の事業主の皆様
2022年４月１日から一般事業主行動計画の策定・情報公表が義務となります

※「(区)」の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。

※「(派)」の表示のある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが
必要です。

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・労働者の一月当たりの平均残業時間(区) (派)
・有給休暇取得率

・有給休暇取得率(区)

② 職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率(区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

ステップ１：自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目（必ず把握すべき項目）を用いて把握してください。
・把握した状況から自社の課題を分析してください。

ステップ２：一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ１を踏まえて、(a)計画期間、(b)１つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期
を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ３：一般事業主行動計画を策定した旨の届出

・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。(電子申請、郵送、持参)

ステップ４：取組の実施、効果の測定

・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してくだ
さい。

１ 一般事業主行動計画の策定・届出

２ 女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から１項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧
できるように情報公表してください。

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
・管理職に占める女性労働者の割合

【基礎項目】
・男女の平均継続勤務年数の差異（区）
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

改正女性活躍推進法が施行されます！

★常時雇用する労働者数301人以上の事業主の方
❶ 2020年（令和2年）4月1日以降が始期の一般事業主行動計画で、2区分から
それぞれ1項目以上の数値目標を定める必要があります。

❷ 2020年（令和2年）6月1日以降、2区分からそれぞれ1項目以上選択して2項
目以上情報公表する必要があります。



女性活躍推進法に基づく行動計画の策定を支援します
中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラムをご利用ください！

中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラムでは、女性活躍推進法に基
づく行動計画の策定を簡単に行うことができます。
厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページー常時雇用する労働者が300

人以下の中小企業のみなさまへ」のページからご利用できます。

★STEP1からSTEP3まで入力すると、あなたの会社の状況や課題がタイプ分類されます

≪タイプ分類≫あなたの会社の「女性活躍状況」を①から⑥タイプのいずれかで判定3



お問い合わせ先 奈良労働局雇用環境・均等室 ☎ ０７４２－３２－０２１０

「女性活躍推進法」については、詳細は厚生労働省ホームページ「女性活躍推進

法特集ページ」 をご確認ください。

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


